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設置目的設置目的設置目的設置目的のののの達成度達成度達成度達成度    

１ 計画(Plan)と実績(Do) 

設置目的 

社会教育法第 20 条の目的を達成するため    

第 20 条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、

学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操

の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

運営事業名 Ｈ21年値 Ｈ22年目標値 Ｈ22年実績値 対前年比 目標達成率 評価 

① 公民館活動推進事業 

（講座企画運営事業） 
16人 80人 62人 387.5％ 77.5％ C 

② 公民館活動推進事業 

（会議室貸出事業） 
23,269人 26,700人 21,519人 92.48％ 80.60％ B 

設置目的に対する総合評価     

目的達成度の 

評価基準 

① 参加者数＊実施数（複数講座がある場合は全講座の合計） 

② 利用者合計人数 

評価：目標達成率  

A100％以上、B100％未満 80％以上、C80％未満 60％以上、D60％未満 40％以上、E40％

未満 

 

２ 現状分析(Check) 

運 営 事 業 の 

意 義 と 現 状 

市の厳しい財政状況の中、限られた予算内で公民館講座を企画し、前年度に比べると参加者数が

伸びているが、全体の公民館利用者数に比較すると、数にかなり大きな幅がある。 

全体の公民館利用者数については、概ね例年通りとなっている。 

上 記 の 原 因 

公民館利用者からの公民館講座への参加取り込みも考えられないこともないが、利用者について

は、既に特定の目的を持った団体が活動の場として利用しているため、公民館講座への参加を期待

するのは難しい。 

 

３ 次年度以降への改善点(Action) 

具 体 的 な 

改 善 方 策 

公民館講座の広報強化しつつ、受講者アンケート等により、中央公民館が、将来的に生涯学習活

動の推進を図る下田市の拠点施設となることを見据え、今後の在り方を再考する。また、社会教育

委員会、公民館運営審議会等に諮問し、方向性を見出していきたい。 

運 営 事 業 名 Ｈ23年度目標値 備    考 

③ 公民館活動推進事業 

（講座企画運営事業） 
80人 会場収容人数 

④ 公民館活動推進事業 

（会議室貸出事業） 
26,700人  

   

Ｈ23年度運営

事業と目標値 

   

 

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価 

運 営 事 業 名 H  年度 Ｈ  年度 H  年度 Ｈ  年度 

総合評価                 

     

    

    

     

    

    
 

    

※平成 22 年度より（平成 23 年 7 月調書）開始のため、データ無し。 
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効効効効    率率率率    性性性性    

１ 計画(Plan)と実績(Do) 

効率性指標 Ｈ21年度値 Ｈ22年目標値 Ｈ22年実績値 対前年比 目標達成率 

Ａ 施設総利用

者数等 
23,269人 26,700人 21,519人 92.48％ 80.60% 

Ｂ  年間経費

(除く収入) 

経費＋市職人件費 

3,257,857 円 － 4,649,456円 142.72％ － 

①利用単位

当たり経費 

Ｂ／Ａ 140円/人 － 216円/人 154.29％ － 

③ 熱水費 1,700,705円 2,013,000円 1,856,581円 109.16％ 92.23％ 

④ 耗品費 124,309円 252,000円 112,765円 90.71％ 44.75％ 

効率性指標の考え方等 

A利用者数：公民館利用者人数 

B年間経費：市の経費総額と事務に係る人件費（職員人件費÷職員数）＊1/20人工 

目標値：直近の最大数値（100人未満切捨て、1,000円未満切捨て） 

 

２ 現状分析(Check) 

効 率 性 の 

現 状 

年間経費については、前年を大幅に上回るが、主な要因としては修繕費である。利用者数、光熱

水費、消耗品費については、概ね例年なみとなってはいるが、特に光熱水費の増額については、対

策を講じる必要がある。 

 

３ 次年度以降への改善点(Action) 

具 体 的 な 

改 善 方 策 

光熱水費の軽減に向け、節電・節約に取り組み、利用者への声掛け等の協力依頼や掲示物等によ

り節電・節約の周知徹底を図る。 

① 利用単位当たり経費 Ｂ／Ａ 220人 前年度実績 216人≒220人 

② 光熱水費 1,578,000円 
前年度実績の 15％削減 1,578,094 円≒

1,578,000円 

H23年度効率性

の 目 標 値 

③ 消耗品費 113,000円 前年度実績 112,765円≒113,000円 

 

※参考 前年度までの効率性指標 

効率性指標 H19年度決算 H20年度決算 H21年度決算  

目標値（人） 26,700人 26,700人 26,700人  

Ａ実績値 24,684人 22,965人 23,269人  

Ｂ実績値 3,768,339円 3,936,051円 4,145,057円  

Ｂ/Ａ 152.66円/人 171.39円/人 178.14円/人  

対前年比 － 93.03％ 101.32％  

①利用単位当たり 

経費 

目標達成率 92.45% 86.01% 87.15%  

目標値 1,761,000円 1,969,000円 2,013,000円  

実績値 2,073,529円 2,119,981円 1,700,705円  

対前年比 － 102.24％ 80.22%  
②光熱水費 

目標達成率 117.75% 107.67% 84.49%  

目標値 252,000円 252,000円 252,000円  

実績値 148,396円 204,284円 124,309円  

対前年比 － 137.66% 60.85%  
③消耗品費 

目標達成率 58.89% 81.07% 49.33%  
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４ その他の指標 

区  分 説    明 単位 H20 年度 H21 年度 H22 年度 

①有料部分の

年間経費 

使用料等を徴収する部分

の年間経費 
円 3,936,051 4,145,057 5,400,736 

②受益者負担

額 

施設の本来の目的による

使用料等の年間総額 
円 895,600 887,200 751,280 

③受益者負担

比率 
②÷① ％ 22.75 21.50 13.91 

④補正受益者

負担額 

減免者より正規の料金を

徴収したと仮定した場合

の受益者負担額 

円 3,239,600 2,595,000 2,344,000 

受益者負担 

の適正性 

⑤補正受益者

負担比率 
④÷① ％ 82.31 62.61 43.40 

 

年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度(予算) 

人口（4月 1日：人） 25,802 25,549 25,224 － 

運営経費（収入除く） 118 128 185 － 

運営に掛か

る税負担 

(市民負担) 
人口 1 人あ

たり（円/人） 年間総経費 258 269 328 － 
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利用者満足度調査利用者満足度調査利用者満足度調査利用者満足度調査    

 

 

 

 

施設修繕計画及施設修繕計画及施設修繕計画及施設修繕計画及びびびび備品購入計画備品購入計画備品購入計画備品購入計画    

 

破損 

年度 
全ての破損した箇所・備品名 経費見積 

修繕・買換等 

予定年度 
備考（修繕済年度等） 

22 和室１機器（リモコン）修繕 25,463 修繕  

22 証明用ランプ取替工事（教育委員会入口） 4,977 修繕  

22 管理人室排水 5,250 修繕  

22 掲示板修繕 23,520 修繕  

22 機器修繕（教育長室、ロビー系空調） 60,060 修繕  

22 2階男子トイレ小便器センサー修理 2,100 修繕  

22 キュービクルトランス修繕 199,920 修繕 9月補正対応 

22 非常階段修繕 249,900 修繕 12月補正対応 

－ 屋根防水修繕 1,099,350 修繕 12月補正対応 

22 入口ドア修理 15,750 修繕  

22 事務所エアコン修繕 41,160 修繕 需要費から流用対応 

22 調理室水栓修理 4,305 修繕 需要費から流用対応 

22 2階男子小便器修理 11,550 修繕 需要費から流用対応 

22 管理人室内装修繕 37,800 修繕 需要費から流用対応 

22 管理人室ガラス取替修繕 22,680 修繕 需要費から流用対応 

22 調理室水栓修理 20,895 修繕 需要費から流用対応 

22 雨水管修繕 147,000 修繕 需要費から流用対応 

※今後想定される維持管理事項 

屋根の雨漏れ、外回りブロック塀 

※アンケート実施無し。但し、予約受付時、使用後、館長会議等にて、

意見聴取している。 
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管理運営上管理運営上管理運営上管理運営上のそののそののそののその他評価項目他評価項目他評価項目他評価項目    

 

当該施設の必要性 

 

廃止、休止等の可能性 

 

施設の設置目的変更の可能性 

市の総合計画における公民館統廃合事業として、市内 11公民館の中央公民館

1 館への統廃合を進めており、中央公民館は、将来的に下田市の実情にみあっ

た生涯学習施設の拠点として存続させる施設という位置づけにある。 

民間による管理運営の可能性 

 

今後の管理運営主体の見込み 

 

行政関与の妥当性 

社会教育法に基づく公民館として、行政関与は妥当である。また、建物の規

模、老朽化・劣化も著しく修繕の必要度が著しく高い。修繕費が嵩む中で、利

益を追求しないという施設の性質からも、民間による管理運営は難しい。貸館

窓口業務については、民間の可能性もあるが、公民館講座事業等の運営等もあ

り、総じて、行政の管理運営が妥当である。 

施設の管理運営と経費の妥当性 

築 22年と建物の老朽化・劣化が著しく、修繕の必要度が年々増す中で、市の

厳しい財政状況において可能な限り、必要最低限、使用に耐え得るまでに修繕

を施し運営している状況にある。また、備品の劣化等利用者に不便をきたして

いる中で、緊急を要するものから順に、必要最低限の対応で運営している状況

にある。 

施設の性質や実費経費からみた

受益者負担の妥当性 
 施設の設置目的と老朽度からは、妥当な範疇の負担に思われる。 

その他の管理運営上の課題 

施設の老朽化・劣化が著しく、修繕では対応が難しい状態にあり、改修も検

討したいが、市の財政状態からは難しい状況である。 

統廃合による将来的に市の生涯学習施設の拠点として、中央公民館としての

在り方、果たすべき役割について再考することが課題である。 

【参考】 

市内や賀茂郡内の類似施設の管

理運営状況等 

県内では、公民館を廃止し、代替施設として生涯学習センターの設置・整備

等が傾向にある。社会教育法による公民館 11館の設置は、県内においても多い

設置数である。 

 

 

平成平成平成平成 22222222年度年度年度年度    実施実施実施実施運営運営運営運営事業内容事業内容事業内容事業内容    

運営事業名 事業内容 次年度に向けての改善事項 

⑤ 公民館活動推進事業 

（講座企画運営事業） 

「地域の品格としての文化財」講座を

開催し、62名の参加があった。 

広報強化等周知徹底し、参加者数の増加

を図る。 

⑥ 公民館活動推進事業 

（会議室貸出事業） 

1,577回、21,519人の利用があった。 ボランティア活動団体等、減免対象団体

へ減免利用の促進のため、広報等強化 
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施 設施 設施 設施 設 のののの 概概概概 要要要要    
    

１ 施設名 

（愛称名） 
下田市立中央公民館 

２ 担当課 

担当係 

生涯学習課 

社会教育係 

３ 所在地 下田市４丁目６番 16号 ４ 設置年月 昭和 63年 4月 1日 

Ⅱ人が輝くまちづくり （1）自ら学ぶ人づくり 生涯学習 

基 本 目 標 いつでも、だれでも生涯にわたり学習できるまちを目指します。 

５ 総合計画の 

位置付け 基本目標を実現 

するための施策 

項目 

・公民館講座 

・公民館統廃合 

内容 

・公民館講座の開設 

・地域の実情に見合った公民館

の再編を図ります。 

６ 設置目的 

社会教育法第 20 条の目的を達成するため    

第 20 条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文

化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化

の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

７ 設置根拠 下田市立公民館設置管理条例 

敷地面積  1,453.71㎡ 

建物面積  1,117.89㎡      構造 鉄筋コンクリート２階建て 

施設の概要 
多目的ホール兼大会議室 

中会議室・小会議室・和室・調理室 

実 施 事 業 

の  概  要 

・中央公民館講座の実施 

・市民大学講座の実施 

・その他「社会教育法第 22条（公民館の事業）」に基づくもの 

料 

金 

区 

分 

会議室等使用料 

多目的ﾎｰﾙ兼大会議室・中会議室・小会議室・和室・調理室 

午前 (9:00～12:00) 昼間(13:00～17:00) 夜間(18:00～21:00) 
名  称 

使用 

単位 普 通 入場料 普 通 入場料 普 通 入場料 

多目的ﾎｰﾙ 

兼大会議室 
2,000円 4,000円 2,000円 4,000円 3,000円 6,000円 

中会議室 1,000円 2,000円 1,000円 2,000円 2,000円 4,000円 

小会議室 1,000円 2,000円 1,000円 2,000円 2,000円 4,000円 

和室 1,000円 2,000円 1,000円 2,000円 2,000円 4,000円 

主  

な  

料  

金 

調理室 

一
回
に
つ
き 

2,000円 － 2,000円 － 3,000円 － 

減
免
内
容 

（使用料の免除） 

第第第第１０１０１０１０条条条条 市長は，特に必要があると認めるときは，別表に定める使用料を減免することができる。 

(１) 市の主催で使用するとき，又は国の機関若しくは地方公共団体が市と共催で使用するとき。（全額） 

(２) 公共的団体の主催で法第 20 条の目的に基づき住民のために使用するとき，又は市内の保育所，幼稚園若しくは

小・中学校の主催で，園児，児童，若しくは生徒の教育のために使用するとき。（全額） 

(３) 公立小・中学校（市内の公立小・中学校を除く。）若しくは公立高等学校の主催で，その目的が教育のために使

用するとき，又は委員会が認めた社会教育関係団体の主催で，その目的が当該団体の設立目的のために使用する

とき。（５割減額） 

(４) 国の機関又は地方公共団体の主催で，その目的が公共のために使用するとき。（３割減額） 

(５) 全各号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認めるとき。（３割減額） 

料 金 体 系 

利用料金制度 □ 有    � 無 

８ 施設の概要 

施 設 運 営 � 直接運営 
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□ 指定管理者制度 → 指定管理者  方     法 

□ 一部委託    → 委託内容  

直接従事職員 
下田市職員数 

館長 1名（生涯学習課長兼任） 常駐管理人 1名 

下田市所有 他 11公民館（社会教育法の規定による施設） ９ 市 内 の 

類似施設 

 
民間所有 

地区集会所等（自治会管理の地域コミュニティ施設） 

取得費及び財源内訳 平成 22年度末残高 

土地取得費  土地残高  

建物取得費 181,059千円 建物減価償却後残高 101,393千円 

財源内訳    

国・県支出金    

市債  市債残高 0 

一般財源    

 

寄附金等    

     

物品(＊万円以上)  物品減価償却後残高  

 

10 取得費等 

の情報 

（単位：円） 

※中央公民館は県で保健所として使用していたものを、市で譲受け公民館として使用しているが、県

より譲渡された当初の資料の所在が不明なため土地取得費等は不明。 

（備考） 

 

減価償却の方法 

・ 定額法 

・ 残存価 1円 

・ 新設翌年度か

ら償却 

・ 耐用年数 50年 

・ 建物経過年数

22年 

区    分 
H20年度決算 H21年度決算 H22年度決算 H23年度予算 

（12公民館） 

収入  895,600 887,200 751,820 1,877,000 

収 入 合 計 895,600 887,200 751,820 1,877,000 

1節 報酬 4,500 0 2,546 1,552,000 

７節 賃金 417,850 424,700 424,700 1,699,000 

8節 報償費 15,000 14,000 20,000 349,000 

9節 旅費 1,798 6,546 9,647 128,000 

11節 需用費 2,629,562 2,751,555 3,998,052 6,932,000 

消耗品費    185,141    124,309 112,765 397,000 

印刷製本費 5,705 0 0 10,000 

光熱水費 2,119,981 1,700,705 1,856,581 5,163,000 

下水道費 7,276 99,949 101,430 140.000 

燃料費 3,710 0 1,061 32,000 

修繕料 307,749 826,592 1,926,215    1,190,000 

12節 役務費 265,736 353,191 334,954  1,048,000 

13節 委託料   388,419   382,247 376,975 800,000 

14節 使用料 33,136 32,736 32,909 202,000 

19節 負担金 13,585 13,558 28,039 155,000 

支出 

支出合計 3,769,586 3,978,533 5,227,822 12,865,000 

 

減価償却費 3,621,180 3,621,180 3,621,180 11,633,398 

市債利子 0 0 0 0 

職員人件費 158,377 166,524 172,914 1,902,054 

下田市負担年間総経費 7,549,143 6,879,037 8,270,636 25,019,799 

 

11 年間経費 

等推移 

（単位：円） 

備 

考 

○ 人件費は、１公民館を 1/20人工として、職員人件費平均から算出したもの 

○ 事務に係る市職人件費=（職員人件費÷職員数）×1/20人工×公民館数 

利用年度 H20年度決算 H21年度決算 H22年度決算 Ｈ23年度予算 12 施設利用状

況等の推移 

利用 

状況 利用 市 内 22,965人 23,269人 21,519人 人 



 
 

 

平成 23年度  施設名（愛称名） 下田市立中央公民館  番号 26 

8 

市 外   人 人 者数 

合 計 22,965人 23,269人 21,519人 人 

290.08円/人 295.63円/人 円/人 円/人 参考：利用単位

当たり市負担額 算出方法：11欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数 

休館日 祝日、12/28から 1/3まで 

使用 

時間 

午前９時から午後９時まで 

  

（参考資料） 

 


